
 

「入院中の看護に係る規定」と「小児における付き添いの位置づけ」 

 

1994年に付き添い看護の解消と基準看護制度の見直しを目的に「新看護体系」が創設され

て以来、保険医療機関における看護については「当該保険医療機関の看護要員のみによっ

て行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われて

はならない」と定められている。 

 

治療に対する理解が困難な小児患者の場合は医師の許可を得て付き添うことは差し支えな

いと家族の付き添いを認めているが、家族の付き添いが保険医療機関の看護要員の代替ま

たは看護力を補充するようなことがあってはならないと労力提供型の付き添いを禁止して

いる（「基本診療料等の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和

4年3月4日付け保医発0304第2号厚生労働省保険局医療課長通知）。 

看護要員とは看護師、准看護師、看護補助者のことを指す。 

 


